
WTO紛争解決手続の主な流れ 

 

 
二国間協議要請 

パネルによる検討 
原則９ヶ月 

原則 15 ヶ月

パネル報告を採択 

上級委員会による検討 

上級委員会報告を採択 

上級委員会へ申立 

原則 15 ヶ月 

（WTOから是正勧告が出た場合） 

是正 

（パネルにおいて解決した場合）

（パネルにおいて解決しない場合） 

パネルの設置 

原則 12 ヶ月

二国間協議 
原則 60 日 

WTOに小委員会（パネル）の設置要請 

(二国間協議要請後 60 日以内に解決しない場合) 


